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研究成果の概要（和文）： 
行政機関が個人情報を取り扱う情報システムを構築する際に、プライバシーの権利侵害を

予防するため事前に影響評価を実施する手法（プライバシー影響評価：ＰＩＡ）に関する
研究を、諸外国におけるＰＩＡの先行事例の調査など比較法的観点から調査研究を中心に
行った。本研究の成果は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律案（マイナンバー法）」において、プライバシー影響評価の実施について「特定
個人情報保護評価」として明記され、現実の制度として導入すべく検討がなされるに至っ
ている。 
 
研究成果の概要（英文）： 
This research project has studied the `Privacy Impact Assessment for the public 
sector's information processing system`. The Privacy Impact Assessment is a method 
for evaluating privacy impacts before building or revising the information system by 
administrative organs, thus preventing the infringement of the right to privacy. This 
study has mainly focused on the comparative law perspective. 
The future implementation of the Privacy Impact Assessment has been approved by 
the Japanese government, as the 'Specific Personal Information Impact Assessment 
Tool' related to `The Bill on the Utilisation of Number to Identify a Specific Person in 
Administrative Procedures'. The government`s recommendation for the 
implementation of this assessment tool has been supported by this research. 
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１．研究開始当初の背景 
(1) プライバシー影響評価（Privacy Impact 
Assessment：（以下「ＰＩＡ」という。)とは、

行政機関が個人に関する情報の取扱いを伴
う情報システムを構築するにあたって、当該
システムにおける個人情報の取扱いが個人

機関番号：３２６１２ 

研究種目：若手研究（Ｂ） 

研究期間：2009～2011   

課題番号：２１７３０１０３ 

研究課題名（和文）行政情報システムへのプライバシー影響評価の適用に関する比較法的研究

 

研究課題名（英文）The Privacy Impact Assessment for the Public Sector's Information 

Processing System: A Comparative Law Perspective 

研究代表者 

新保 史生（SHIMPO FUMIO） 

慶應義塾大学・総合政策学部・准教授 

 研究者番号：２０３６１３５５ 



 

 

のプライバシーに与える影響をあらかじめ
評価するための手法をいう。 
 ＰＩＡの実施が必要な理由は、環境アセス
メントの実施と類似するものである。環境ア
セスメントは、大規模開発事業等が環境に与
える影響を、事業の実施に先立って環境保護
の観点から必要な調査を行うことによって
評価する手法である。ＰＩＡも環境同様に失
われると回復が困難な個人のプライバシー
への影響を事前に評価しようというもので
ある。事前にその侵害の可能性や程度を評価
することによって、行政情報システムの運用
に伴う個人の権利利益侵害を最低限にとど
めることがＰＩＡ実施の目的である。 
(2) ＰＩＡは、米国において最初に導入され、
現在では米国の「２００２年電子政府法」に
よりすべての連邦政府機関がＰＩＡの実施
を義務づけられるに至っている。また、米国
以外の国においてもＰＩＡを実施する国も
増えている。その背景には、国の安全保障や
公共の安全確保を目的として、特定人物の監
視や追跡が可能な行政情報システムの構
築・運用に伴いその重要性が高まっている。 
(3) 我が国においては、本研究開始当初の段
階で、既に、「外国人個人識別情報システム
（BICS）」及び「ＩＣ旅券システム」が稼働
していた。前者の BICS は、我が国に入国す
る外国人について、上陸審査時に顔貌の撮影
及び指紋の採取を行うことを目的とするシ
ステムである。後者の IC 旅券は、ICAO が
定めた指針に基づき国際的に IC 旅券を導入
することが各国の取り組みとして求められ
たことから、我が国においても顔情報及び券
面記載事項を ICチップに格納した IC旅券が
発行されている。 
 これらの行政情報システムは、氏名や年齢、
性別など個人を識別可能な情報を取り扱う
のみならず、個人の顔貌及び指紋という生体
情報を取得するものであることから、特定の
機微な個人情報も取り扱いの対象となる点
が従来のものとは異なる。そのため、機微性
が高い情報を処理するため、本来であれば個
人のプライバシーへの影響度を事前に確認
する影響評価を実施することが必要な事例
であったといえる。 
 このような背景から、研究当初の段階では、
国際的には既にＰＩＡの実施実績がある一
方で、我が国においては、その必要性の認識
すらも低く、本研究が研究対象とするＰＩＡ
の実施は、いわば机上の空論でしかない状況
であった。 
 
２．研究の目的 
(1) 本研究は、個人のプライバシーの権利に
影響を及ぼす可能性がある行政情報システ
ムの構築・導入にあたって、個人の権利利益
保護や基本的人権尊重の観点から、憲法が定

める基本的人権を保障した行政情報システ
ムの構築にあたって必要な事前評価手法の
構築を目指すことを目的とした研究である。 
(2) 国の安全保障や公共の安全確保、犯罪捜
査や犯罪予防においては、効果的な個人情報
の取扱いを実現できる情報システムの利用
が不可欠なものと考えられている。さらに、
そのような手段導入にあたっての正当化の
根拠として、テロ対策など社会的に導入を求
める理由が存在し、その利用によって現実の
脅威の予防と解決がなされることへの社会
的期待が増していることが、詳細な個人情報
の取得を伴い、場合によっては個人のプライ
バシーへの侵襲度が高い行政情報システム
の構築が行われる結果となっている。 
そのような行政情報システムの導入にあ

たってＰＩＡ実施の必要性については認識
されつつも、本研究実施当初の段階において
ＰＩＡが実施されていない背景には、法的側
面を中心にした研究にとどまり、新たな情報
技術にも着目し当該技術によってもたらさ
れる可能性がある問題が十分に明らかにな
っていないことが大きく影響していると考
えられるため、本研究では当該システムの導
入に係る問題を法的・技術的側面から包括的
に把握し研究する。 
(3) 本研究の最終年度には、社会保障と税の
一体改革において、個人番号の導入も含む社
会保障・税番号大綱の策定へ向けた検討が開
始された。当該改革の達成のためには、公平
な負担と確実な給付が前提であることから、
個人を番号で特定することは有効であり、そ
れを実現する番号として、社会保障・税に関
わる番号制度の導入が検討されることとな
った。 
 番号制導入に伴う人権保障の仕組みは、現
行の法制度では十分ではない側面がある。例
えば、国の行政機関等を対象にした現在の個
人情報保護法ですら、国を監督する仕組みは
用意されていない。そこで、本研究の最終年
度には、個人番号の導入へ向けて実施が不可
欠なＰＩＡについて実証的な研究を行うこ
ととした。当該情報システムを導入すること
で生じる可能性がある個人のプライバシー
侵害の可能性や影響を、諸外国において実施
されているＰＩＡに関する制度を比較法的
観点から調査研究を行うことにより、我が国
においてＰＩＡを実施する際の実施可能性
及びその必要性を探求し、実現に向けて必要
な指針等の策定へ向けた検討を行う。 
 
３．研究の方法 
(1) はじめに、既に導入され運用されている
以下の二つの我が国の行政情報システムに
おける個人情報の取扱いを参考に、出入国管
理における個人情報の取扱いを素材にプラ
イバシー影響評価を実施するために必要な



 

 

諸課題の検討を行う。 
①「旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪
収益の規制等に関する法律の一部を改正す
る法律」により発給されている、旅券に IC
（集積回路）チップを搭載し、国籍、氏名、
生年月日等の旅券面の身分事項の他、所持人
の顔画像を記録した「ＩＣ旅券」 
②「出入国管理及び難民認定法の一部を改正
する法律」により、平成１９年１１月２０日 
から入国申請時に指紋及び顔写真を採取し
ている「外国人個人識別情報システム
（Biometrics 
Immigration Identification & Clearance 
System（BICS））」 
(2) IC 旅券や BICS において取得する顔情
報や指紋以外の生体情報（以下「セカンドバ
イオメトリクス」という。）の利用も含めた
法的課題の抽出を目指す。 
個人のプライバシーに該当する詳細な個

人情報の取扱いを伴う行政情報システムの
構築は、公的身分証明のＩＣカード化や出入
国管理における個人識別情報の採取など、既
に上記のシステムが稼働している。しかし、
現時点において、我が国が導入しているＩＣ
旅券に格納されている生体情報は「顔情報」
のみである。ICAO（国際民間航空機関）は、
2003 年 5 月に記録媒体として非接触型 IC 
チップを選択し、IC チップに記録する必須
の生体情報として顔画像を採用するととも
に、各国の判断で指紋、虹彩を追加的に採用
することを認めている。これを受けてセカン
ド・バイオメトリクスを導入することも予想
されることから、その観点からの研究も行う。 
(3) 具体的な研究方法は以下の通りである。 
① ＰＩＡに係る法制度の調査 

ＰＩＡ関連文献の収集分析を中心とした
文献調査を行うとともに、各国のＰＩＡ関連
組織から法制度に関する情報を収集する。 
② 各国のＰＩＡに係るガイドラインの調
査 
 諸外国のＰＩＡ関連ガイドラインの現状
及びその内容について調査を行う。 
③ ＰＩＡ実施に伴う諸問題の調査・分析 

ＰＩＡガイドラインを策定している各国
のプライバシーコミッショナーをはじめと
して、ＰＩＡ実施機関の担当者へのヒアリン
グ調査を行うことで実状を調査する。 

既に導入されているこれらの行政情報シ
ステムの運用に伴う諸問題を調査研究する
ことはもとより、今後、導入が検討されてい
る行政情報システムのうち、個人のプライバ
シー保護の観点から影響度が高いと思料さ
れるものについては、その導入・検討段階か
ら調査を行い、当該情報システムを導入する
ことで生じる可能性がある個人のプライバ
シー侵害の可能性や影響を諸外国において
実施されているＰＩＡと同様の手法を用い

ることでその影響度を評価する。 
④ セカンド・バイオメトリクスの利用に伴
う課題の検討については、空港保安システム
におけるボディ・スキャナーの導入をはじめ
としてする近時の新たな行政情報システム
の実装に伴う諸問題について検証を行う。 
 
４．研究成果 
(1) プライバシー影響評価（ＰＩＡ）に基礎
研究 
① プライバシー影響評価（ＰＩＡ）に係る
法制度の調査及び各国のＰＩＡに係るガイ
ドラインの調査を実施した。 
法制度については、ＰＩＡの実施の前提と

なる個人情報・プライバシー保護制度につい
て比較法的視点から各国の制度について調
査を行った。ＰＩＡガイドラインについては、
オーストラリア及びカナダのＰＩＡガイド
ライン、アメリカのＰＩＡ公式ガイドライン
及びＵＳ－ＶＩＳＩＴプログラム・プライバ
シー・ポリシーについて、各条文の詳細な内
容も含めて調査分析を行った。 
② ＰＩＡ実施に伴う諸問題の調査・分析 
ＰＩＡの実施機関としての第三者機関の

役割を中心に、今後、我が国においてＰＩＡ
を実施するにあたっての課題を抽出した。そ
の成果として、ＰＩＡの実施目的及びその意
義、実施対象、実施が求められる背景につい
て整理し、公的部門を対象にした我が国の個
人情報保護法とＰＩＡ、ＰＩＡの実施とマネ
ジメントシステム活用の可能性について考
察し、ＰＩＡの実施へ向けた具体的方策につ
いて調査分析を行った。 
③ セカンド・バイオメトリクスの利用に伴
う課題の検討については、実際に導入された
出入国管理システムにおける利用に焦点を
あて、空港保安システムにおけるボディ・ス
キャナーの導入をはじめとしてする近時の
新たな行政情報システムの実装に伴う諸問
題について検討を行った。出入国管理システ
ムにおけるバイオメトリクスの利用に伴う
問題については、既に前年度の研究において
検証を行っていたことから、今後予定される
セカンド・バイオメトリクスの利用に伴う課
題をあわせて検討し、当該システムにおける
生体情報の取扱いの流れを想定し、セカン
ド・バイオメトリクスの利用に伴う課題を明
らかにすることを目的とした研究を行った。 
(2) 社会保障と税番号導入に向けたＰＩＡの
必要性に関する研究 
① ＰＩＡの実施に向けて、諸外国のＰＩＡ
関連制度の比較法的考察を通じて、(a)実施
に必要な制度、(b)ＰＩＡの実施組織（第三
者機関）、(c)実施体制、(d)実施対象、(e)実
施方法及び手続き、(f)実施手順について諸
外国の先行例も精査しつつ、わが国における
現実の実施に向けて解決しなければならな



 

 

い検討課題について研究した。 
② 「行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律案」（通
称：「マイナンバー法案」）が、平成 23 年 2
月 14 日に閣議決定された。本法案では、Ｐ
ＩＡの実施が「特定個人情報保護評価」とし
て明記されている。ＰＩＡの実施は我が国に
おいては初めての試みである。本研究の成果
は当該評価制度の仕組みを検討するにあた
って貢献し、本研究の目的である「行政情報
システムへのプライバシー影響評価の適用」
が、現実の制度として導入へ向けて検討がな
される結果となった。 
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